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○開発地における植栽エリアの指定 

 開発または再開発にあたっては、敷地内の「植

栽エリア」を緑化しなければならず、事業者又

は所有者はその計画を申請しなければならない。

「植栽エリア」とは、敷地の前面道路境界から

5m、隣地境界線から 2m の幅の区域とされている。 

 

 

 

○公共用道路沿道の緑化 

 道路を新設する場合には、当該道路に沿う緑地帯の設置が確実であることの承認を受

けなければならない。 

 また、既存の道路の緑地帯に影響を及ぼす工事等を行う場合には、緑地帯に与える影

響を最小化し、工事完了後において緑地帯が適切に回復されることが確実であることの

承認を受けなければならない。 

 

③ シンガポールの都市景観、都市計画、交通政策等について 

･･･シンガポール都市再開発庁との意見交換から 

都市再開発庁 URA : Urban Redevelopment Authority 

 都市計画・国土開発計画の総合立案及び取りまとめを担当する、国家開発省管下の法

定機関。1974 年に住宅開発庁の都市更新部を独立組織に昇格させる形で設立。土地の

有効活用に関する戦略的計画の立案・遂行や公営企業が行う環境保護、社会基盤整備の

調整・遂行、政府機関や民間企業への用地の安定供給などを行っている。（資料：シンガ

ポールの都市計画 財団法人自治体国際化協会シンガポール事務所） 

 今回は URA International の皆さんに対応をしていただいた。 

彼らの使命は「シンガポールを住み、働き、遊ぶにあたって素晴らしい都市にするこ

と（To make Singapore a great city to Live, Work & Play in）」であるとされてい

る。（資料：URA 提供資料） 

都市再開発庁の 1 階にはシンガポール全土の

模型と、進行中のプロジェクトに関するパネル

が掲示され、来訪者に対する情報発信が行われ

ていた。 

 

 

 

 

（2011/2/11 撮影） 

（NParks 提供資料）

図 2-35 「植栽エリア」の例 

図 2-36 都市再開発庁 1 階 





 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















